
令
和
元
年
六
月
十
四
日
受
領

答
弁
第
二
〇
四
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
〇
四
号

令
和
元
年
六
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
象
牙
の
違
法
輸
出
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
象
牙
の
違
法
輸
出
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
五
年
条
約
第
二
十
五
号
）

第
七
十
回
常
設
委
員
会
に
お
け
る
ゾ
ウ
標
本
の
取
引
に
関
す
る
決
議
一
〇
・
一
〇
の
我
が
国
の
実
施
状
況
に
関
す
る
報
告
は
、

同
条
約
第
六
十
九
回
常
設
委
員
会
か
ら
の
招
請
に
基
づ
き
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
報
告
を
行
う
こ
と
は
、
行

政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
意
見
公
募
手
続
を
実
施
す
る
必
要
が
あ

る
同
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
命
令
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
該
当
し
な
い
た
め
、
意
見
公
募
は
行
っ
て
い
な

い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
六
年
の
六
年
間
で
、
日
本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
象
牙
の
う
ち
、
中
国
当
局
が
押
収
・

・
・
し
た
量
が
二
・
一
五
ト
ン
あ
っ
た
」
と
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
確
認
す
る
立
場
に
な
い
た
め
、
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
違
法
輸
出
事
例
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
国
内
に
お
け

る
象
牙
の
取
引
に
関
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
で
の
「
匿
名
の
個
人
に
よ
る
取
引
」
も
含

め
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
譲
渡
し
等
が
制
限
さ
れ
、
同
項
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
罰
則
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
同

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
し
又
は
引
渡
し
の
業
務
を
伴
う
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
登

録
を
義
務
付
け
、
同
法
第
三
十
三
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
登
録
を
受
け
た
事
業
者
が
陳
列
又
は
広
告
を
行
う

際
に
は
当
該
事
業
者
の
登
録
番
号
等
の
表
示
を
義
務
付
け
る
等
の
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


